
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

もにす認定制度とは、障害者の雇用の促進および雇

用の安定に関する取組みの実施状況などが優良な中

小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。認定事

業主になると、以下のメリットがあります。なお、認

定に有効期限はありません。 

 

◆障害者雇用優良中小事業主認定マークが使用でき

る 

事業主の広告や労働者の募集の用に供する広告や

商品等に認定マーク（愛称：もにす（企業と障害者が、

明るい未来や社会の実現に向けて「ともにすむ」とい

う思いが込められている））を付すことができます。 

 

◆周知広報の対象となる 

認定事業主の情報は、厚生労働省および都道府県労

働局のホームページに掲載されます。また、ハローワ

ークの求人票に認定マークが表示されます。 

そのほかにも、公共調達等における加点評価を受け

られたり、日本政策金融公庫の低利融資対象となった

りする場合があります。 

 

◆認定事業主になれるのは？ 

常時雇用する労働者が 300人以下の中小事業主であ

って、 

① 障害者雇用への取組み、取組みの成果、それらの

情報開示の３項目について、項目ごとの合格最低点

に達しつつ、合計で 50点中 20 点以上を獲得するこ

と 

② 法定雇用率を達成していること 

③ 過去に認定を取り消された場合、取消しの日から

起算して３年以上経過していること 

④ 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこ

と 等 

の基準を満たした場合に認定事業主になれます。なお、

認定の申請は、事業主の主たる事業所を管轄する都道

府県労働局で行います。 
 

◆制度見直しの動き 

厚生労働省は、もにす認定の基準を、より質を的確

に評価する内容に見直し、新たに大企業も対象に加え

る等の案を、「今後の障害者雇用促進制度の在り方に

関する研究会」に示しました。今後の制度見直しの動

きにも注目です。 
【厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に

対する認定制度（もにす認定制度）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html 

 

 

 
 

 凍結や降雪により労働災害が増加しやすい時期に

なってきました。しっかりと対策を講じて、予防して

いきましょう。 

 

◆屋 外 

 最も発生しやすいのは転倒災害です。以下の点は重

点的に確認するようにしましょう。 

・転倒防止用マット、融雪剤、除雪用具等を用意して

いるか 

・凍結等で滑りやすい箇所に滑り止めの措置が行われ

ているか。また、日没後の照明の照度が十分にある

か 

・建物の入り口や、水が溜まりやすい床等に吸水マッ

トを敷くといった措置を講じているか 

 転倒リスクの高い場所・行為の労働者への周知や、

もにす認定制度をご存知ですか？ 

冬季の労災対策 
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靴・服装の選択からリスクを軽減することも重要です。

また、除雪作業を行う際は一層の安全対策を講じ、労

働者に対し手順や注意事項を十分に説明する必要が

あります。 

 業務で自動車等運転が必要な場合は、交通労働災害

の対策も行いましょう。冬用タイヤへの交換や点検を

徹底し、あらためて安全運転に関する教育を実施する

べきです。 

 

◆屋 内 

 温度や湿度の設定を適切に行うことで、寒さによる

パフォーマンスの低下やミスといったリスクを軽減

することができます。だたし、一酸化炭素中毒のリス

クがあるため、燃焼式暖房機器を使用する際は換気措

置を行いましょう。また、暖房機器の周辺に可燃物等

を置かないよう整理しましょう。 

 

労働者への周知や注意喚起が必要な点も多いため、

教育プログラム等を適宜実施しましょう。また、冬は

日照時間が短くなるため、メンタル不調になりやすい

季節でもあります。通勤時間や休憩時間を柔軟に選択

できる制度等が導入されていない場合は、併せて検討

することをお勧めします。 

 

 

 
 

全国健康保険協会は、令和７年 11 月 28 日に開催さ

れた全国健康保険協会運営委員会の資料として「子ど

も・子育て支援金について」を公開しました。 

 

◆子ども・子育て支援金制度とは 

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策（児童手

当の拡充、妊婦への支援給付、こども誰でも通園制度、

出生後休業支援給付および育児時短休業給付、国民年

金第１号被保険者の育児期間に係る保険料の免除）の

ための特定財源として、令和８年度から 10 年度にか

けて段階的に導入されます。 

 

◆開始時期と徴収方法 

令和８年４月分（５月末納付分）より、労使折半で

子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料と同

様、毎月の賃金ならびに賞与から徴収されることにな

っており、産休中や育休中の場合は免除されます。制

度の適用開始は、任意継続被保険者も同様です。 

 

◆支援金率と年収別の負担額 

負担額は、標準報酬月額ならびに標準賞与額に支援

金率を乗じて求められます。支援金率は国が一律で定

めることとされており、0.24％から段階的に引き上げ

られ、令和 10 年度に 0.4％になる予定です。被保険者

一人当たりの平均負担額は、令和８年度では 450 円、

令和９年度では 600 円、令和 10 年度では 800 円と見

込まれています。 

 

◆給与明細への表示 

こども家庭庁の事務連絡(2025.6.18)において、被

保険者から保険料を徴収する際に保険料額の内訳と

して支援金額を示すことは法令上の義務とはなって

いません。ただし、制度への理解・協力を促す観点か

ら、給与明細書には医療保険料等と区別して表示する

ことが望ましいでしょう。 

 

 従業員への説明や給与明細の修正対応ができるよ

う、理解と準備をしておきましょう。 

 
【全国健康保険協会「子ども・子育て支援金について」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/share

d/direction/dai138kai/2025112814.pdf 

 

  

子ども・子育て支援金について 



 

 

 
 

13 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受けている

場合には、令和 6 年 7 月から 12 月までの徴収分

を 1 月 20 日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

 

2 月 2 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計

表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在のもの＞

［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分

＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10 月～

12 月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第３期分＞ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

○ 固定資産税に係る住宅用地の申告［市区町村］ 

 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出［給

与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払者］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


